
特定健康診査における

「情報提供」に合致

インターネットの活用で

安価に被保険者全員に提供

保険者からのお知らせや

効果測定のための機能満載

健康診査と生活習慣を

中心とした健康情報システム

一人ひとりのための

「健康マイページ」を提供

特 定 健 康 診 査 に お け る 「 情 報 提 供 」 を イ ン タ ー ネ ッ ト で ！



　お腹まわりの内臓に脂肪が蓄積した肥満に加え、高

血糖・高脂質・高血圧のいずれかの因子をあわせもつ

状態を「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」と

いい、重大な病気の発症に大きくかかわっていると言

われています。メタボリックシンドロームの状態が長く

続くと、脳卒中や心筋梗塞などになる危険性が高まり

ます。

健 康 診 査 制 度 が ス タ ー ト メタボリックシンドロームの危険性

特 定 健 診 ・ 特 定 保 健 指 導 の 流 れ

特定健康検査の結果通知時に、

すべての被保険者に健康づくりのための「情報提供」を行います。

特定健康診断の結果から、

メタボリックシンドローム該当者には「特定保険指導」を行います。

　平成 20 年 4 月から生活習慣病対策のためにメタ

ボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」制度

が新たに導入されます。この制度では保険者は 40

～ 74 歳の被保険者全員を対象とした健康診査を実

施し、保健指導においてポピュレーションアプローチ（

情報提供）とハイリスクアプローチ（動機付け支援・積

極的支援）によって被保険者の健康づくりを支援する

ことが義務付けられています。




